
【歳入】

・地方消費税交付金（社会保障財源化分）

　

【歳出】

・地方消費税交付金（社会保障財源化分）が充てられる社会保障施策に要する経費

国・県支出金 地方債 その他
地方消費税交付金

 (社会保障財源化分) その他

社会福祉事業 291,091 202,251 0 0 12,401 76,439

障害者福祉事業 96,343 39,009 0 1,801 7,752 47,781

高齢者福祉事業 29,223 234 0 558 3,969 24,462

母子福祉事業 6,419 3,077 0 1 466 2,875

児童福祉事業 139,032 13,422 0 83,353 5,899 36,358

小    計 562,108 257,993 0 85,713 30,486 187,915

国民健康保険支援事業 142,748 55,302 0 4226 11,617 71,603

介護保険事業 239,452 15,116 0 0 31,315 193,021

後期高齢者医療支援事業 221,944 34,526 0 4671 25,510 157,237

小    計 604,144 104,944 0 8,897 68,442 421,861

疾病予防対策事業 84,145 11946 0 3 10,078 62,118

母子保健事業 10,286 7622 0 0 372 2,292

健康づくり推進事業 1,084 0 0 40 146 898

小    計 95,515 19,568 0 43 10,596 65,309

1,261,767 382,505 0 94,653 109,524 675,085

社会福祉

合    計

地方消費税交付金（社会保障財源化分）が充てられる社会保障施策に要する経費

　平成26年4月1日から消費税率が5％から8％へ引き上げられ、また令和元年10月1日からは8％が10％に引き上
げられましたが、この地方消費税交付金の増収分については、使途を明確化し、社会保障4経費及びその他社会
保障施策に要する経費に充てることとされています。
　本町では、令和6年度当初予算において下記の経費に充てる予定としています。

（単位：千円）

109,524千円

1,261,767千円

事           業           名
令和6年度
当初予算額

財    源    内    訳

特    定    財    源 一    般    財    源

保健衛生

社会保険


